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◆経営戦略の策定に当たって 

 

１ 背景と趣旨 

「郡山市総合地方卸売市場」は、1970（昭和 45）年に郡山市が開設者となり郡山市中央

市場の名称で、現在のＪＲ郡山駅に近い富久山町に開場しました。 

1972（昭和 47）年には郡山市地方卸売市場と改称し、郡山市の生鮮食料品流通の中核基

地として業務を行ってきましたが、施設の老朽化や、狭あい化、市場周辺道路の慢性的交通

渋滞等により、早急な施設の整備拡充及び移転の必要性に迫られるようになりました。 

このことから、1991（平成３）年より新市場整備の検討を始め、1999（平成 11）年には、

これからの高速物流時代を念頭に東北自動車道郡山南インターチェンジから約３分に位置

する大槻町の現在地において新市場の建設工事に着手し、2002（平成 14）年４月１日、郡

山市を中心に周辺 30 市町村（開場当時）約 67万５千人を対象に青果、水産物及び花きを供

給する卸売市場として開場し、消費者に安定的かつ効率的に安全で安心な生鮮食料品等を

供給する重要な役割を担い続けています。 

こうした中、卸売市場を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化の進展、ＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）*化、生活様式や消費者ニーズの多様化、農産物直売所の普及

やネット販売による流通構造の変化等により、取扱高の減少が続いています。さらに、本市

場においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評被害の影響や新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴う消費低迷・「新たな流通様式」の進展等による売上高の減少によ

り、その取り巻く環境はより厳しい状況にあります。 

このような背景を踏まえ、農林水産省は「第 10 次卸売市場整備基本方針」（2016（平成

28）年 1月 14 日）を策定し、各市場が直面する様々な課題や求められる機能・役割の変化

を踏まえ、市場運営の方針等を明確にした「経営展望」の策定を求めており、総務省におい

ても、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るため、2020（令和２）年度までに経

営の基本計画である「経営戦略」の策定を要請しています。また、2020（令和２）年６月 21

日には改正卸売市場法が施行され、生産者・消費者双方のメリット向上のための食品流通構

造の実現に向け、各市場の実態に応じ、創意工夫による市場活性化に取り組むこととなりま

した。 

 この戦略は、2030（令和 12）年まで達成を目指す 17の目標であるＳＤＧｓ*の推進や持続

可能な圏域を目指すこおりやま広域連携中枢都市圏ビジョン、本市最上位計画の「あすまち

こおりやま（基本指針）」等との整合を図るとともに、ＤＸ化や新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う「新しい生活様式」への対応等を踏まえ、ウィズコロナ・ポストコロナ時代にお

ける「新たな流通様式」を活用する市場経営の実現ため、その方針を「経営戦略」として策

定するものです。 
 

＊DX（デジタルトランスフォーメーション)：Digital Transformation の略語。「ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という

概念 

＊SDGs：Sustainable Development Goals の略語。持続可能な開発目標。2015 年 9 月に国連で採択され、2030 年まで達成を目指す 17 の目標と 169 のターゲ

ット（具体目標）からなる世界共通課題解決のための目標 
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２ 経営戦略の計画期間 

 計画期間は、2021（令和３）年度から 2030（令和 12）年度までの 10 年間とします。 

また、施策の実施に当たっては著しく変化する社会・経済情勢に対応するため、計画期間

を前期・後期に分け、前期では、第３章に掲げる「基本戦略」に基づきＤＸ推進等の施策を

集中的に実施し、後期では、その時点における市場環境の変化に対応した戦略の見直しを図

り、これに基づく施策を実施することとします。 

 

 

経営戦略イメージ 
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第１章 郡山市総合地方卸売市場の概要 

 

１ 市場の役割 

地方卸売市場は、卸売市場法に基づき開設された日常生活に不可欠な野菜、果実、魚介

類等の生鮮食料品や花きを取り扱う卸売市場で、消費者に安定的かつ効率的に安全で安心

な生鮮食料品等を供給する重要な役割を担い続けています。 

その中で、本市場は、流通圏域において次の５つの機能を担っています。 

（１）集荷及び分荷機能  

豊富な品揃えと速やかな仕分けが行われます。 

（２）価格の適正化機能  

公開取引による公平な競争、需要と供給に基づく公正な価格形成が行われます。 

（３）流通の円滑機能   

生産者の販売の提供、迅速かつ確実な代金決済が行われます。 

（４）市民生活の安定機能 

新鮮で安全な品物の安定供給が行われます。 

（５）情報の発信機能 

需給に関する情報を収集して、産地や小売店等へ伝達されます。 

 

２ 市場施設の概要 

（１）本市場の取扱品目 

・青 果 部：野菜、果実及びこれらの加工品等 

・水産物部：生鮮水産物及びその加工品等 

・花 き 部：花き及びその加工品等 

    

（２）施設の規模 

・敷 地 面 積 

196,442 ㎡ 

・建 築 面 積 

 34,532 ㎡ 

・延 床 面 積 

 41,312 ㎡ 

・卸売場面積 

 12,919 ㎡ 

・構   造 

  鉄骨造、鉄筋コンクリート造 
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（３）市場の構成者 

開設者 郡山市 

 青果部 水産物部 花き部 

卸売業者 ３社 １社 １社 

仲卸業者 ５社 ５社 １社 

買受人 749 人 

関連事業者 17 社 

2020（R2）年 11 月 1 日現在 

※開 設 者 … 県知事の認定を受け、地方卸売市場を開設し、公正な取引のための

指導・監督及び市場施設の維持管理をする者 

卸 売 業 者 … 市長の許可を受け、出荷者から委託された品物又は自ら買い付け

た品物を市場内でせり売等により仲卸業者や買受人に販売する者 

仲 卸 業 者 … 市長の許可を受け、卸売業者から買い受けた品物を小口に分け買

受人に販売する者 

買 受 人 … 市長の承認を受け、市場内でせり売に参加し、卸売業者や仲卸業者

から品物を買い受ける者 

関連事業者 … 市長の許可を受け、市場機能充実を図り市場利用者に便益を提供

するための業務を営む者 

 

（４）市場の流通圏域 22 市町村 

・福島県中部  12(郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、田村郡、石川郡) 

 ・福島県西部  １(猪苗代町) 

 ・福島県南部  ８(白河市、西郷村を除く西白河郡、東白川郡)  

 ・福島県北部  １(本宮市)           

 

供給対象人数 約 69 万人 

（2020（R2）年４月１日現在）) 
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３ 市場の沿革 

 

 

1970（S45）年４月 

 

1972（S47）年９月 

 

1991（H３）年 12 月 

 

1996（H８）年 12 月 

 

 

1999（H11）年３月 

 

2001（H13）年 12 月 

 

2002（H14）年４月 

 

 

2013（H25）年７月 

 

 

2015（H27）年９月 

 

 

2016（H28）年 11 月 

 

 

2019（R 元）年 10 月 

 

 

2020（R２）年３月 

 

郡山市が開設者となり「郡山市中央市場」を富久山町に開場 

 

「郡山市地方卸売市場」に改称 

 

新市場整備の検討を開始 

 

「第６次福島県卸売市場整備計画」に新市場を地域拠点市場と

して整備することが組み込まれる 

 

施設建築物着工 

 

「郡山市総合地方卸売市場条例」可決、施設建築物竣工 

 

郡山市農林部内に「総合地方卸売市場管理事務所」を設置し、

「郡山市総合地方卸売市場」を開場 

 

「郡山市総合地方卸売市場あり方検討会」を設置し、市場の運

営及び市場資産の有効活用等について協議 

 

「郡山市総合地方卸売市場あり方検討会」から市場資産の活用

及び指定管理者の導入等について提言書が提出される 

 

「第９次福島県卸売市場整備計画」において「地域拠点市場」

に位置づけられる 

 

使用料の改定（新たな積算基準による見直し、売上高使用料を

廃止し施設使用料（面積割）に一本化、減免措置の廃止） 

 

卸売市場法の抜本的改正を踏まえ、郡山市総合地方卸売市場条

例を改正（施行日:2020 年６月 21日） 
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第２章 郡山市総合地方卸売市場の現状と課題 

 

１ 本市等の人口の推移 

本市の人口は 2004（平成 16）年にピークを迎え、その後、微減しています。 

また、こおりやま広域圏内及び福島県の人口は 2000（平成 12）年以降減少しており、本

市と比較すると減少幅が大きい状況にあります。 

 

県、こおりやま広域圏、郡山市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：郡山市人口ビジョン（2020 改訂版） 

          ※こおりやま広域圏構成市町村 16 市町村 

郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、 

猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 
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２ 本市等の将来人口と消費額の減少 

本市人口ビジョンにおいては、目標年次の 2040（令和 22）年までに人口約 30 万人にソフ

トランディングさせることを目指しており、こおりやま広域圏の将来の人口については、長

期的に 50万人程度を維持することを目標としています。本市場の商圏においては、人口減

少と高齢化により消費額は年々減少していくものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：郡山市人口ビジョン（2020 改訂版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    出典：こおりやま広域連携中枢都市圏ビジョン 
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３ 食品流通の変化 

食品の流通構造において、以前は卸売市場流通が大きなシェアを占めていましたが、現在

は市場取引のほか、契約栽培、直売所、コールドチェーン*化された量販店による産直、ネ

ット通信販売等多様な流通が行われるようになり、卸売市場を含めた仕入販売の選択肢が

広がっています。卸売市場は生鮮食料品等の農水産物流通における集散拠点としての役割

を担っていますが、こうした近年の流通形態の変化により全国的に生鮮食料品等の市場経

由率*は減少傾向にあります。 

                                    市場流通     市場外流通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省「令和元年度卸売市場データ集」  

※コールドチェーン：生鮮食料品を生産から消費までの間、低温又は冷蔵や冷凍のまま物流する方式のことをいい、低温流通体系ともいう 

※市場経由率：国内で流通した加工品を含む国産及び輸入果実物、水産物、花きのうち、卸売市場を経由したものの数量割合の推計値 
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４ 消費動向、新型コロナウイルス感染症拡大及びＤＸの影響 

家庭の消費動向について、食料費総額は増加傾向にあり、特に調理食品の増加が著しく、

外食や生鮮肉も増加傾向にあります。一方、生鮮魚介は減少傾向であり、生鮮野菜や果物は

横ばいの状況です。また、花きにおいては切り花・園芸用植物ともに減少傾向にあります。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外食が大幅に減少する一方、内食(家

庭内調理)の増加により、調理食品や生鮮野菜等の需要増加のほか、新しい生活様式に基づ

くライフスタイルの変化により、購入方法も店舗等での買物からテイクアウトや宅配等届

物へシフトするとともに、ＤＸの進展によるインターネット販売等、人との接触をできるだ

け減少させる消費スタイルが加速化し、ウィズコロナ・ポストコロナにおける新しい流通様

式がますます進行すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「家計調査」総世帯支出金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「家計調査」2 人以上世帯支出金額（年推移統計は 2015 年以降のみ） 
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５ 本市場の状況 

（１）取扱数量と取扱高 

本市場の取扱数量(花きを除く)は、年々減少しており、2019（令和元）年度は 44,675ｔ

で、2002（平成 14）年度の 103,581ｔと比較すると 58,906ｔ、約 57％減少しています。 

また、取扱高も年々減少し、2019（令和元）年度における取扱高は 165 億円で、2002（平

成 14）年度の 346億円と比較すると 181 億円、約 52％減少となっています。卸売市場を取

り巻く環境の変化や東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評被

害や近年の自然災害の影響等により減少傾向に歯止めがかからない状況に加え、新型コロ

ナウイルス感染症拡大等の影響を受け、市場全体としては今後も減少傾向が続くものと考

えられます。 
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（２）入場業者の経営状況 

本市場の入場業者の売上高営業利益率*（平均値）は、開場当初は上昇傾向でしたが、東

日本大震災を契機に大きく低下しました。近年は低下傾向から徐々に回復傾向となってい

ますが、プラスへは転じていない状況です。また、売上高経常利益率*（平均値）も開場当

初から上昇・横ばい傾向でしたが、東日本大震災を契機に低下し、その後回復したものの、

近年では概ね横ばいの傾向となっています。 

本市場の入場業者と全国の中央市場業者とを比較すると、売上高経常利益率ではわずか

に中央市場業者を上回っていますが、売上高営業利益率では本市場入場業者が下回ってお

り、その経営は厳しい状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本市場入場業者と中央卸売市場業者との収益性比較（2018（H30）年度） 

 本市場 中央卸売市場 

売上高営業利益率 -0.48 ％ 0.11 ％ 

売上高経常利益率 0.76 ％ 0.30 ％ 

出典：中央卸売市場の数値は農林水産省「令和元年度卸売市場データ集」より 

青果・水産物・花きの平均値を算出 

 ※売上高営業利益率：営業利益÷売上高×100 

※売上高経常利益率：経常利益÷売上高×100  
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（３）郡山市総合地方卸売市場特別会計の状況 

①郡山市総合地方卸売市場特別会計の概要 

 本市場事業については、特別会計を設置し、収入と支出の均衡を図りながら、独立採算

を原則として運営しています。本市場特別会計の歳入は「施設使用料」と主に入場業者の

私用光熱水費である「諸収入」及び「一般会計繰入金」です。使用料は、市場使用料（売

上高割使用料）と施設使用料があり、市場使用料は取扱高の減少等の影響により減少傾向

にありましたが、2019（令和元）年 10月から安定的な財源確保のため、使用料を施設使

用料のみとする改定を行うとともに、市場未利用地利活用事業により市場用地を新たに貸

付けすることで収入を確保しています。一般会計繰入金は人件費・管理事務費や公債費に

充てられるものです。これらのうち、公債費への充当は、開場時の建設改良に係る市債の

元利償還が残っていることから、大きな割合を占めています。このため、2018（平成 30）

年度からは新たな市債（資本費平準化債*）を活用し、一般会計繰入金の削減を図っていま

す。また、歳出は「人件費」、「管理事務費」と「公債費」が主なものですが、公債費は前

述のとおり開場時の公債が残っていることからその割合が大きく、人件費は減少傾向です

が、開場から 18 年以上経過し冷凍機や空調等の設備に老朽化が見られることから、設備

更新のため施設整備費が増加傾向にあります。施設整備に当たっては、その財源に市債を

活用し年度間での費用負担を平準化し、市場特別会計の健全化に努めています。 

郡山市総合地方卸売市場特別会計決算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
使用料の 
割合（%） 

32 38 27 21 19 25 24 24 24 24 23 20 25 22 22 22 22 22 

一般会計繰入
金の割合(%) 

49 44 59 68 71 66 67 67 67 66 67 70 64 67 68 68 45 42 

 

※資本費平準化債：企業債（市債）の元金償還期間と事業用施設の減価償却期間が異なることにより生じる元金償還額と減価償却費の差額を後年度に繰り延

べて平準化するために発行する地方債 
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（単位：％） 

年度 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
人件費 
の割合 

15 14 10 8 8 7 7 7 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 

管理事務費
の割合 

34 37 30 24 20 18 18 19 19 20 19 19 23 21 20 20 19 20 
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②郡山市総合地方卸売市場特別会計の経営状況 

 「収益的収支比率」は、経常費用が経常収益でどの程度まで賄われているかを示す数値

（100％以上が望ましい）ですが、本市特別会計ではおおむね 45％で推移しています。全国

の市場における収益的収支比率は 70％（2018（平成 30）年度）であり、本市場よりも高い

比率ですが、これは、本市場が他の市場よりも比較的新しい市場であり、開場時の地方債償

還金が残っているためです。また、繰入金比率が高いのも地方債償還金に一般会計繰入金を

充てているためです。なお、一般会計からの繰入は総務省通知により基準内繰入（営業費用

の 30％と建設改良に係る企業債元利償還額の 50％）と基準外繰入がありますが、2019（令

和元）年度時点で基準外繰入に依存している状況です。 

 

郡山市総合地方卸売市場特別会計における過去３年間の経営状況 

（単位：千円） 

項  目 2017（H29） 2018（H30） 2019（R 元） 

収
益
的
収
支 

総収益   （B）+（C）  (A) 475,146 467,258 475,200 

  営業収益   (B) 234,193 234,775 246,987 

    うち料金収入 234,193 234,775 246,987 

  営業外収益   (C) 240,953 232,483 228,213 

    うち他会計繰入金 ① 132,958 123,321 123,589 

総費用   （E）+（F）  （D） 380,146 355,688 356,981 

  営業費用 (E) 271,016 259,937 273,978 

    うち職員給与費 62,130 61,971 60,374 

  営業外費用 (F) 109,130 95,751 83,003 

    うち地方債利息 103,306 90,679 77,898 

収支差引  (A)－(D)  (G) 95,000 111,570 118,219 

資
本
的
収
支 

資本的収入 (H) 588,568 584,463 645,750 

  地方債 0 235,600 295,000 

  他会計補助金    ② 588,568 348,863 350,750 

資本的支出 (I) 683,568 696,033 763,969 

  建設改良費 7,560 7,398 62,469 

  地方債償還金 (J) 676,008 688,635 701,500 

収支差引 (H)－(I)    (K) -95,000 -111,570 -118,219 

実質収支   （G）+（K） 0 0 0 

収益的収支比率（％）(A)/((D)+(J))×100 45.0 44.7 44.9 

繰入金比率（％）(①+②)/((D)+(I))×100 67.8 44.9 42.3 

（参考） 

項  目 2017（H29） 2018（H30） 2019（R 元） 

一般会計繰入金（基準内） 470,962 467,639 471,850 

一般会計繰入金（基準外） 250,564 4,545 2,489 
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第３章 基本戦略 

１ 基本戦略 

 ウィズコロナ・ポストコロナ時代における「新たな流通様式」を活用する市場経営のため、

これまでの現状と課題を踏まえた戦略として、次の４つの「基本戦略」を市場全体で共有し、

開設者である市・入場業者・生産者・小売業者等が連携し、その実現を目指します。 

 

戦略 1「市場の活性化」（サポート体制の強化） 

本市場及び入場業者において、新たな流通様式を活用した市場経営のためには、ＤＸの推

進による競争力の強化に取り組み、市場全体の取引を活性化することが重要です。このため

に、入場業者は、テイクアウトや宅配、インターネット販売等大きく変化する消費スタイル

に対応する新たな流通様式を活用し、消費者視点に立った取引強化・競争力強化を図ること

に加え、ＩＣＴを活用した商談・取引やキャッシュレス化等ＤＸ推進による経営強化に取り

組むほか、開設者（市）はＤＸ推進等のためのサポート体制を強化することとします。また、

地場産品の取扱拡大や他団体・小売店等との連携を推進し、流通の効率化を図ることで、安

全・安心な生鮮食料品等の安定供給とともに、市場の活性化を目指します。 

 

戦略２「市場運営の効率化」（マネジメント強化） 

本市場は、特別会計で管理運営されており、市場全体をひとつの経営体と捉え、マネジメ

ントを強化し、効率的な運営を推進することが重要です。このために、敷地内の未利用地の

貸付のほか、余剰土地の有効活用や施設稼働率の向上を図り、また、市場の運営体制効率化

へ向けた環境づくりに取り組むとともに、計画的な施設整備を進めることで、さらなる市場

運営の効率化を目指します。 

 

戦略３「開かれた市場づくり」（官民協奏の推進） 

安全・安心な生鮮食料品等の集出荷拠点として、市場の公共、公益性を市民に周知し、消

費拡大を図るためには、市民に開かれた市場となることが重要です。このために、市民参加

型のイベントや施設見学、新たな流通様式を活用した一般消費者に対する販売促進やＩＣ

Ｔを活用した情報発信等について、開設者（市）・入場業者等が連携した官民協奏の推進を

図りながら取り組むことで、市民に親しまれる開かれた市場づくりを目指します。 

 

戦略４「災害に強く環境にやさしい市場づくり」 

市民への安定した生鮮食料品等の供給と防災や環境に対する社会的要請に応えるために

は、災害に強く環境に配慮した市場となることが重要です。このために、災害時の相互協定

による防災機能の強化、指定避難所や車中・車両避難所としての対応、環境負荷の少ない施

設や廃棄物の減量化を図ることで、災害に強く環境にやさしい市場づくりを目指します。 
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２ 取組事項 

 

「基本戦略」の実現を図るため第４章で掲げる「取組事項」を次のように体系化し、市場

全体で積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略 1 

市場の活性化 

（サポート体制の強化） 

戦略２ 

市場運営の効率化 

（マネジメント強化） 

戦略３ 

開かれた市場づくり 

（官民協奏の推進） 

戦略４ 

災害に強く環境に 

やさしい市場づくり 

（１）ＤＸ推進による入場業者の競争力強化 

（２）地場産品の取扱拡大、他団体・小売店等 

の連携推進 

（３）流通の効率化 

（４）安全・安心な生鮮食料品等の安定供給 

（１）敷地内土地の有効活用 

（２）施設稼働率の向上 

（３）市場運営体制の検討 

（４）計画的な設備等の更新 

（１）市民に親しまれる市場 

（２）情報発信の強化 

（１）防災機能の強化 

（２）災害時の避難所機能の強化 

（３）環境に配慮した設備等の更新 

（４）廃棄物の減量 

基本戦略 取組事項 

「新たな流通様式」を活用する市場経営の実現 
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３ 目標 

 

 人口減少・少子高齢化やＤＸ化の進展、生活様式や食の志向の多様化、農産物直売所の普

及やネット販売等ウィズコロナ・ポストコロナにおける新たな流通様式による流通構造の

変化等、市場を取り巻く状況を踏まえ、10 年後は取扱数量・取扱高とも減少すると予想さ

れますが、「基本戦略」に基づき、市場関係者・開設者等が、第４章で掲げる「基本戦略に

基づく取組」を実行することによって、本市場全体の取扱数量・取扱高とも 10年後の減少

幅の抑制を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度の目標 

 

 項目 

2018 

(H30)

実績 

2019 

(R1)

実績 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

2030 

(R12) 

取扱数量

(ｔ） 
46,055 44,675 44,387 44,148 43,909 43,670 43,431 43,192 42,955 42,719 42,482 42,246 42,009 

取扱高

(百万円) 
17,130 16,549 16,442 16,354 16,265 16,177 16,088 15,999 15,912 15,824 15,737 15,649 15,561 

 

 

 

  

2030（令和 12）年度における目標 

取扱数量目標  ４．２万ｔ以上 

取扱高目標   １５５億円以上 
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 予測数値は直近の取扱数量・取扱高の増減に基づき算出 

 目標数値は本市場流通圏域の主圏域であるこおりやま広域圏将来人口目標に基づき算出 

  

43,335 
42,035 

40,774 
39,550 38,364 37,213 36,097 35,014 33,963 32,944 31,956 

46,055 
44,675 44,387 44,148 43,909 43,670 43,431 43,192 42,955 42,719 42,482 42,246 42,009 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
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50,000

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

取扱数量の目標

予測 目標(単位：ｔ)

16,003 
15,475 

14,964 
14,470 

13,993 
13,531 

13,084 12,653 12,235 11,831 11,441 

17,130 
16,549 16,442 16,354 16,265 16,177 16,088 15,999 15,912 15,824 15,737 15,649 15,561 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

取扱高の目標
予測 目標(単位：百万円)

2030（R12）年度 
〈予測〉 31,956ｔ 

2019（R1）年度の約 72％ 

2030（R12）年度 
〈目標〉 42,009ｔ 

2019（R1）年度の約 94％ 

2030（R12）年度 
〈予測〉 11,441 百万円 
2019（R1）年度の約 69％ 

2030（R12）年度 
〈目標〉 15,561 百万円 
2019（R1）年度の約 94％ 
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第４章 基本戦略に基づく取組 

 

戦略 1 「市場の活性化」（サポート体制の強化） 

 

（１）ＤＸ推進による入場業者の競争力強化 

 ウィズコロナ・ポストコロナ時代における新たな流通様式を活用するためには、ＤＸの推

進を図り、入場業者の競争力強化に取り組み、市場全体の取引を活性化することが重要です。 

入場業者においては、ＩＣＴの活用等ＤＸを推進し、「新しい生活様式」に基づくライフ

スタイルの変化により、テイクアウトや宅配、インターネット販売等大きく変化する消費ス

タイルに対応する新たな流通様式を活用した販売チャンネルの開拓等により、消費者視点

に立った取引を強化し、競争力の強化を図ります。 

また、生鮮食料品等の集荷と販売を拡大するため、生産者・小売業者と連携し、消費者ニ

ーズの把握と産地へのフィードバックを通じた特色ある品揃えの強化や加工等による商品

付加価値の向上を図るとともに、生鮮食料品等の集出荷拠点として県内市場流通ネットワ

ークを構築し、集荷の共同化や相互融通、大都市市場への出荷を促進すること等により、集

荷力や販売力の強化を図ります。 

さらに、ＤＸ推進による経営体質の強化を図るため、ＩＣＴを活用した商談・取引や業者

間での販売納品データの統一・共有化、電子決済によるキャッシュレス化等による業務の効

率化を図るとともに、社内教育やコンプライアンスの徹底等に取り組むことはもとより、市

場間連携や卸売業者と仲卸業者等との連携、業務提携や経営統合等に取り組むことで、ウィ

ズコロナ・ポストコロナ時代に対応した経営の確立を目指します。 

 他方、開設者である本市においては、入場業者の適正な取引を確保するための指導・監督

に加え、国の支援や他の市場の先進的な取組事例等を参考に、入場業者の経営に役立つ情報

収集、提供を行うとともに、企業の経営指導に関するノウハウを有する団体等とのパイプ役

や市場に関連する各種説明・研修会等の開催により、入場業者を支援します。さらに、ＤＸ

推進による競争力強化のため、ＩＣＴ活用による業務効率化、インターネット販売の支援等

のサポート体制の強化を図ります。 

 

（２）地場産品の取扱拡大、他団体・小売店等との連携推進 

本市場においては、卸売業者、仲卸業者が市内をはじめ、こおりやま広域連携中枢都市圏

や県内の産地育成に向けて、ＪＡや農業生産法人、地元農家等生産者との交流を促進し、産

地との結びつきを一層強めるほか、量販店や地元小売店とも連携しながら地場産品の取扱

拡大を目指します。さらに、産地市場*として地元の特色ある商品や付加価値の高い商品の

集荷を拡大するとともに、市場間はもとより、量販店や地元小売店との連携を図り、取扱高

の拡大を目指します。 

 
※産地市場：主として生産者から出荷される生鮮食料品等の卸売のため生産地に立地する市場 
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（３）流通の効率化 

 本市場は、生鮮食料品等の円滑な供給を確保するための地域の核となる「地域拠点市場」

に位置づけられていることから、県内の他の卸売市場との連携した集荷・販売活動に取り組

み、取扱量の確保及び県内一円の流通拠点化を目指すとともに、入場業者がそれぞれ独自に

行っている集荷や配送の共同化等について検討します。 

 

（４）安全・安心な生鮮食料品等の安定供給 

 消費者の食品への安全・安心に対する意識が年々高まる中、多様化するニーズに対応する

ため、冷凍冷蔵設備の施設改修を進めることに加え、衛生・品質管理体制（ＨＡＣＣＰ（ハ

サップ）等）の確立・強化やコールドチェーン化に対する支援、生産者等と連携した商品履

歴の情報管理と適正な品質表示等の徹底を図るほか、「卸売市場における新型コロナウイル

ス感染症感染拡大予防ガイドライン」に基づく対策を徹底する等、ソフト面からも安全・安

心な生鮮食料品等の安定供給に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※HACCP（ハサップ）：食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に

基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（Critical Control Point）を定め、こ

れを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法のこと 
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戦略２ 「市場運営の効率化」（マネジメント強化） 

 

（１）敷地内の土地の有効活用 

市場運営の効率化を図るには、卸売市場を一つの経営体と捉え、将来を見据えた市場全体

としての経営的視点から、創意工夫ある取組を検討し、実行に移す体制を構築していくこと

等マネジメントの強化が重要です。 

市場用地の活用は、一定の使用料収入が見込め、また入場業者の経営強化さらには本市場

の活性化へも寄与することから、これまで流通業者や食品関連事業者への貸付を行いまし

た。今後も、残る未利用地の貸付のほか、余剰地の有効活用方法を検討し、敷地内土地の有

効活用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設稼働率の向上 

市場内の施設の活用は、市場敷地内の土地同様、一定の使用料収入が見込めるほか、入

場業者の経営強化や市場活性化に繋がることから、入場業者の退去に伴う空室発生の都

度、入場者の募集を行い稼働率の向上を図ってきましたが、現在でも事務室等で空室が発

生している状況にあります。今後は、事務室の用途のほか、多様な用途での利用も検討

し、入場業者との連携のもと、空室活用に向けた対策を講じ、施設の稼働率の向上を図り

ます。 

土地活用箇所 
約 2,700㎡ 
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（３）市場運営体制の検討 

市場の運営体制については、「郡山市総合地方卸売市場あり方検討会」で 2015（平成 27）

年度に、市場業務に精通する運営者による戦略的行動や施設管理の効率化、経費削減効果を

期待し、指定管理制度について検討されました。その際、「制度の導入に向けた具体的な検

討を開始すべきである。とはいえ、卸売市場の管理業務には高い専門性が求められるうえ、

指定管理者の条件設定、開設者である郡山市との役割の整理、条例改正の準備など検討すべ

き事項は多い。そしてなによりも、制度導入で大きな影響を受ける場内事業者の理解と了承

を得るために丁寧な作業を重ねる必要がある。」との提言を受けました。その後、指定管理

制度導入へ向け、安定した市場会計と経年劣化による市場設備の改修等が必要であること

から、市場特別会計の経営改善のため、新たな用地貸付による収入確保、市債（資本費平準

化債）を活用した一般会計からの基準外繰入金の削減や施設使用料の大幅な改定見直し等

を実施するとともに、計画的な設備等の更新に着手してきました。市場特別会計は独立採算

が原則ですが、依然として市債の償還が残っており一般会計からの繰入金に依存していま

す。また、「郡山市総合地方卸売市場あり方検討会」では、指定管理者としてその高い専門

性を重視し、市場関係者が設立した組織を想定した検討もなされましたが、市場を取り巻く

環境変化による取扱高の減少や近年の自然災害や新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、市場関係者の経営状況が厳しいことから、市場関係者による組織設立には至っていま

せん。今後は、制度導入で影響を受ける場内事業者のコンセンサスを得るため、市場特別会

計の経営改善や計画的な設備更新等制度導入のための環境づくりに取り組むとともに、引

き続き市場運営体制について多面的・多角的な検討を進めます。 

 

（４）計画的な設備等の更新 

本市場は、2002（平成 14）年の開場から 18 年が経過し、主要な建物について耐用年数は

残っているものの、設備については老朽化が進んでおります。そのため、故障等が生じた際

には市場の運営に支障を来し、その影響は大きいものとなります。これらを未然に防ぐため

には、施設の改修や設備更新が必要ですが、これらを一斉に行うと財政的な負担が大きいこ

と、また、市場関係者の営業に大きく影響することから、費用負担が単年度に集中しないよ

う、緊急度や優先度等を十分検討のうえ、郡山市公共施設等総合管理計画との整合性を図り

ながら、計画的な設備等の更新を行います。 

 

①冷凍冷蔵設備及び空調設備 

老朽化による機能の低下が著しい冷凍冷蔵設備及び空調設備を、環境性能に優れ、省エネ

に対応した機器への改修を年次計画で実施します。 
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②照明器具 

国は、新成長戦略やエネルギー基本計画でＬＥＤ等の次世代照明の導入を推進しており、

2030（令和 12）年までに 100％の設置を図ることを目標にしています。水銀灯については、

2020（令和２）年 12 月で製造が禁止されており、蛍光灯についても、一部のメーカーでは

すでに製造を中止しています。これを受け、青果・水産・花き各棟の卸売場の照明器具は、

すでにＬＥＤ化が完了しています。今後は、屋内事務所等の蛍光灯について、できるだけ効

率の良いＬＥＤ機器等の導入について検討します。 

 

③高圧受電設備 

定期点検において不良箇所の指摘はないものの、法定耐用年数の 15年を経過しています。

高圧受電設備の故障は、施設自体に大きな損害を与えるほか市場機能に大きく影響するこ

とから、今後、その対策を講じます。 

 

  

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

設備改修計画

2019（R１） 2020（R２） 2021（R３） 2022（Ｒ４）以降
施工時期未定

冷凍設備(全27台)

　設計費　　 2,171千円
　工事費　746,460千円

　合　計　748,631千円

休止状態の冷凍設備の更新

空調設備(全64台)

　設計費　    4,582千円
　工事費　472,987千円

　合　計　477,569千円

休止状態の空調設備の更新
（水産棟の卸事務所(2）と
仲卸事務所の３部屋)

バナナ発酵設備

　設計費　     1,266千円
　工事費　   35,721千円

　合　計　   36,987千円

電気・計装設備の更新

基本･実施設計

2,171千円

基本･実施設計

4,582千円

継続費 水産棟・青果棟 626,560千円

水産棟

113,740千円
青果棟

92,147千円

第２期工事計
205,887千円

予定工事費修繕工事実績

第１期修繕

38,597千円

基本･実施設計

1,266千円
工事

水産棟先行工事

119,900千円

花き棟

管理関連店舗棟

設計委託実績
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戦略３ 「開かれた市場づくり」（官民協奏の推進） 

 

（１）市民に親しまれる市場 

卸売市場は、市民の食卓に新鮮で安全な生鮮食料品等を供給する重要な役割を担ってお

り、市場の公共、公益性を市民に周知し、生鮮食料品等の消費拡大を図るため、本市場では、

毎月第４日曜日（12 月は第３日曜日）に「市場の朝市」を開催しています。2020（令和 2）

年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止としましたが、新しい生活様式を

踏まえた一般消費者向けの販売として「ドライブスルー市場」を実施しました。 

また、子どもたちの夏休み期間中、卸売市場の仕組みや役割について理解を深めてもらう

ため「夏休み親子市場たんけん隊」を実施するとともに、食に対する安全・安心を実感でき

る「市場料理教室」を開催し、本市場が市民生活に不可欠な市場であることをＰＲすること

により、生鮮食料品等の消費拡大を図っています。今後は、随時受付を行っている施設の見

学と併せ、新しい生活様式を踏まえた販売等の取組を継続して開催するほか、新たな流通様

式を活用した一般消費者向けの販売手法を検討し、開設者である市と入場業者や他団体等

とが連携した官民協奏の推進を図り、より市民に親しまれる市場を目指します。 

 

（２）情報発信の強化 

本市場では、これまでホームページ等で卸売市場の役割や生鮮食料品等に関する情報、イ

ベント情報等を発信するほか、メディア等も活用した情報発信を行っています。今後は、本

市ホームページの充実を図るとともに、入場業者のＥＣサイト情報等、郡山市総合地方卸市

場組合をはじめ、観光団体や商工団体等と連携しながら、ＳＮＳ等の情報発信ツールやメデ

ィア等を活用し、生鮮食品等の消費拡大のため、あらゆる機会を通じて顕在・潜在利用者に

対して本市場をＰＲし、開かれた市場として、情報発信の強化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
市場の朝市の模様 
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戦略４ 「災害に強く環境にやさしい市場づくり」 

 

（１）防災機能の強化 

災害発生時のライフラインの機能強化を図るため、本市では、2006（平成 18）年度に郡

山市総合地方卸売市場組合と災害時の生活物資等の供給協力協定を締結したほか、2017（平

成 29）年度に全国公設地方卸売市場協議会*と災害時の相互応援に関する協定を締結し、生

鮮食料品等の確保及び市場機能復旧の対策をしています。今後、災害時の輸送機能や体制の

強化、他の卸売市場との協力・連携等、様々な災害対策を講じ、災害に強い市場を目指しま

す。 

 

（２）災害時の避難所機能の強化 

本市では、災害対策基本法に基づき、災害の種別（洪水・地震・がけ崩れ・火山等）ごと

に「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」を指定しています。本市場は、郡山市地域防災

計画において、「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」に指定されており、また、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、避難所の３密防止のため、車中避難・車両避難を行うため

の駐車場としても指定され、災害発生時には避難場所として迅速に対応します。 

 

（３）環境に配慮した設備等の更新 

本市場の青果・水産・花きの各棟では、動力を使用せずに人力でシャッターを開閉できる

オーバースライダーを導入し、売場上部には自然換気システム(スウィンドウ)を設ける等、

自然の力を積極的に取り入れ、環境へ配慮するとともに、ランニングコストの低減も図って

います。また、照明設備についても前述のとおり卸売場のＬＥＤ化は完了しており、今後、

他の照明をはじめ、設備更新等においては、環境負荷の少ない設備を設置する等、環境にや

さしい市場づくりに取り組みます。 

 

（４）廃棄物の減量 

食品残さ物の再利用や再資源化、包装廃棄物等の発生抑制について検討するとともに、子

ども食堂への食材提供等による食品ロスの削減、廃プラスチック、段ボール、発泡スチロー

ル、パレット等のリサイクルごみの分別を徹底し、再資源化することでごみ減量化を推進し

ます。 

 

 

 

 
※全国公設地方卸売市場協議会：中央卸売市場と地方卸売市場があるが、そのなかで全国の公設地方卸売市場を開設する地方公共団体（一部事務組合を含む。）

をもって構成され、加盟する公設地方卸売市場間の連携を密にし、市場の管理業務の適正化と運営の円滑化を図るため協議している組織団体のこと 
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第５章 市場会計の見通し 

 

本市場は、安全で安心な生鮮食料品等の安定的供給による市民生活の安定機能や公正な

価格を形成機能等、公的な機能を有する福島県の地域拠点市場として、重要な役割を担って

いることから、公設市場として、収益により費用を賄う公営企業の形態で特別会計（郡山市

総合地方卸売市場特別会計）を設置し、収入と支出の均衡を図りながら、事業の効率化と経

営の健全化に取り組みます。 

 

１ 収入 

（１）使用料収入 

本市場における使用料は、安定的な財源確保のため、2019（令和元）年に売上高割使用料

を廃止し施設使用料のみとする改定を実施したことから、今後は現在と同水準の使用料が

維持できるものと見込んでいます。 

（２）市債 

本市場においては、市場開場時の建設改良に係る市債の元利償還が残っており、その一部

に財源として資本費平準化債を活用するとともに、計画期間中における冷凍冷蔵設備や空

調設備等の設備改修に係る費用は、市債（施設整備事業債）を活用する予定です。 

（３）繰入金 

一般会計からの繰入は総務省通知により基準内繰入（営業費用の 30％と建設改良に係る

企業債元利償還額の 50％）と基準外繰入があります。前述のとおり開場時の市債の元利償

還が残っていることから基準に基づく繰入金のほか、一部基準外繰入により事業を運営す

る予定ですが、2029（令和 11）年度以降は、市債の償還額（公債費）が減少することか

ら、基準内の範囲での事業運営をする見込みです。 

 

２ 支出 

（１）人件費 

 人件費（職員数）については、今後も現在の状況が継続するものとして見込んでいます。

なお、事業実施に応じた職員配置と事務効率化を図り、適正な人件費となるように努めます。 

（２）管理事務費 

 人件費以外の管理事務費については、現在の状況が続くと見込まれますが、主な経費であ

る施設修繕費は安全性・緊急性を勘案し必要な範囲で実施し、施設管理や清掃等の委託費は

効率化に努めるほか、管理事務費全体としても引き続き適正な支出となるよう努めます。な

お、光熱水費はすでに完了した卸売場のＬＥＤ化や現在実施している設備改修計画により、

経費の削減が見込まれますが、その経費は今計画では反映せず、改修完了後の見直しにおい

て反映します。 
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（３）施設整備費 

施設整備費については、開場から 18 年が経過し、設備について老朽化が進んでいること

から、第４章「基本戦略に基づく取組」における「戦略２ 市場運営の効率化」で「計画的

な設備等の更新」として位置づけた冷凍冷蔵設備や空調設備等の設備改修に係る事業費を

見込んでいます。 

（４）公債費 

公債費については、市場開場時の建設改良に係る市債(建設債)の元利償還を 2026（令和

８）年度まで、資本費平準化債を計画期間外の 2034（令和 16）年まで見込んでおり、ま

た、前述した設備改修に係る財源としての市債（施設整備事業債）元利償還費用を見込ん

でいます。 

 

３ 投資・財政計画 

 本市場の投資・財政計画（別紙）は、国が示す地方公営企業の会計区分により、前述し

た使用料等の収入や人件費等の支出の見込みを踏まえた収支計画であり、収支均衡が図ら

れた見通しとなっております。 
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0
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8
年

度
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第６章 推進体制と戦略の評価・見直し 

 

市場を取り巻く経営環境がかつてないほど厳しい状況にある中、市場の役割を果たして

いくためには、開設者と入場業者が一体となり、市場が現在抱えている課題を理解し、現状

に対する危機意識を持ち、それを共有しながら、見直しと改善を重ね、「経営戦略」に掲げ

た取組を推進していく必要があります。したがって、この「経営戦略」の推進に当たっては、

開設者である市と入場業者との官民協奏はもとより、生産者、小売業者等との連携にも積極

的に取り組むこととします。また、必要に応じて市場の業務の運営に関し審議するための市

長の附属機関である郡山市総合地方卸売市場運営協議会に意見を求め、提言・助言等を参考

としながら施策を推進します。 

 戦略の評価・見直しは、毎年度、経営戦略と実績値の比較を行い、次年度の取組に反映す

るために、ＰＤＣＡサイクル*による評価・改善を行うとともに、計画期間前期である５年

を目途に事後検証・評価を行い戦略の見直しを行うほか、投資・財政計画と実績に大幅な乖

離が生じた場合には随時、見直しを行います。また、その他に経営に影響を及ぼす法令等の

改正や、社会・経済情勢の変化等、市場事業を取り巻く状況に変化がある場合にも随時更新

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action(改善)の４段階を経て、再び最初の Plan に立ち返りサイクルを回していくこと

で、改善点を明らかにし品質や成果を向上させていく管理手法のこと 

 

Ｐ（Plan）「計画」

基本戦略・取組

Ｄ（Do）「実行」

取組実施

Ｃ（Check）「評価」

目標・取組評価

Ａ（Action）「改善」

課題分析

対応策検討
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